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福井県警察の表彰に関する訓令を次のように定める。 

福井県警察の表彰に関する訓令 

福井県警察の表彰に関する訓令（昭和６３年福井県警察本部訓令第２号）の全部を改正す

る。 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 表彰の種類等（第２条―第１３条） 

第３章 表彰の上申等（第１４条―第１７条） 

第４章 表彰の審査等（第１８条―第２３条） 

第５章 雑則 （第２４条―第２８条） 

 附則 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この訓令は、警察表彰規則（昭和２９年国家公安委員会規則第１４号。以下「規則」

という。）に基づく表彰の手続き及び福井県警察における表彰の取扱いに関し、必要な事

項を定めることを目的とする。 

第２章 表彰の種類等 

第２条 福井県警察本部長（以下「本部長」という。）の行う表彰は、次のとおりとする。 

(1) 警察功績章 

(2) 賞詞 

(3) 賞状 

(4) 賞誉 

(5) 賞 

(6) 即賞 

(7) 感謝状 

 （警察功績章） 

第３条 警察功績章は、勤務成績が優秀で特に顕著な功労があり、次の各号の一に該当する

福井県警察職員（以下「警察職員」という。）に対して、その者が退職するときに授与す

る。ただし、既に警察功績章以上の表彰を授与された者は除く。 

(1) ３０年以上勤務した警視又は警部の警察官及びこれに相当する警察行政職員 

(2) ３０年以上勤務した警部補以下の警察官及びこれに相当する警察行政職員で、次のい

ずれかに該当する者 



ア 優秀警察職員として本部長賞詞を授与された者 

イ 特に顕著な功労があり、表彰することが適当と認められる者 

 （賞詞） 

第４条 賞詞は、甲号及び乙号の２種類とし、次の各号の一に該当する警察職員について、

特に多大な功労があると認められる者に対しては甲号を、多大な功労があると認められる

者に対しては乙号を授与する。 

(1) 次に掲げる事項について、功労があると認められる者 

ア 犯罪の予防、鎮圧、捜査又は検挙 

イ 人命の救助又は身体若しくは財産の保護 

ウ 災害又は変事における警戒、防護又は財産の保護 

エ 交通事故の防止又は交通指導取締り 

オ 警察の信頼を高めた善行又は適切な市民応接 

カ 警察の信頼を高めた苦情・相談処理又は被害者支援 

キ 警察上重要な発見、発明、改善、研究又は技術の向上 

ク 警察研修における優秀な成績 

ケ 警察術科の振興 

コ 前アからケまでに規定するもののほか、警察上重要な職務の執行又は事務の処理 

(2) 警察職員として２０年又は３０年勤務し、その間勤務に精励した者 

(3) 警察職員として２０年以上勤務し、成績が特に優秀で、かつ、他の模範と認められる

者 

(4) 警察職員として２５年以上勤務し、特に優秀な成績を収めて退職する者 

(5) 警察職員として２０年以上勤務し、死亡又は公務上の疾病に起因して退職する者 

(6) その他多大な功労があり、表彰することが適当と認められる者 

 （賞状） 

第５条 賞状は、警察職務遂行上、顕著な業績があると認められる警察本部の部、課、隊、

所及び警察学校並びに警察署又は捜査本部、警備本部その他の警察業務運営上の必要によ

り設置した組織（以下「部署」という。）に対して授与する。 

（賞誉） 

第６条 賞誉は、業績が優秀であると認められる部署又は次の各号の一に該当する警察職員

に対して授与する。 

(1) 第４条第１号に掲げる事項について功労があると認められる者 

(2) 警察職員として１５年以上勤務し、成績が優秀で、かつ、他の模範と認められる者 

(3) 警察職員として１５年以上勤務し、優秀な成績を収めて退職する者 

(4) 警察職員として１０年以上勤務し、死亡又は公務上の疾病に起因して退職する者 

(5) その他功労があり、表彰することが適当と認められる者 

 （賞） 

第７条 賞は、警察本部が主催する競技会等において、優秀な成績を収めた警察職員若しく

は部署又は部外者等に対して授与する。 

（即賞） 

第８条 即賞は、第４条第１号に掲げる警察活動について多大な功労があり、かつ、速やか

に賞揚することが士気高揚上特に必要があると認められるとき、警察職員又は部署に対し

て授与する。 



（感謝状） 

第９条 感謝状は、次に掲げる警察活動に協力援助するなど功労があると認められる警察職

員以外の者又は団体（以下「部外者等」という。）に対して授与する。 

(1) 犯罪の予防、鎮圧、捜査又は検挙 

(2) 人命救助 

(3) 青少年の補導、育成又は環境浄化 

(4) 交通安全 

(5) 災害、事変等における警戒及び防護 

(6) 被害者支援 

(7) その他警察又は警察職員に対する協力 

（部長表彰の種類） 

第10条 警察本部の部長（以下「部長」という。）は、主管する事務について次の表彰を行

うことができる。 

(1) 賞 

(2) 即賞 

(3) 感謝状 

２ 賞は、賞誉又は本部長の賞に次ぐ功労又は業績があると認められる警察職員又は部署に

対して授与する。 

３ 即賞は、本部長の即賞に次ぐ功労又は業績があると認められる警察職員又は部署に対し

て授与する。 

４ 感謝状は、本部長の感謝状に次ぐ功労又は業績があると認められる部外者等に対して授

与する。 

 （所属長表彰の種類） 

第11条 警察本部の課長、隊長、所長及び警察学校長並びに警察署長（以下「所属長」とい

う。）は、主管する事務又はその所属において処理した事案について次の表彰を行うこと

ができる。 

(1) 賞 

(2) 即賞 

(3) 感謝状 

２ 賞は、部長の賞に次ぐ功労又は業績があると認められる警察職員又は警察署の課に対し

て授与する。 

３ 即賞は、部長の即賞に次ぐ功労又は業績があると認められる警察職員又は警察署の課に

対して授与する 

４ 感謝状は、部長の感謝状に次ぐ功労又は業績があると認められる部外者等に対して授与

する。 

 （連名表彰） 

第12条 本部長、部長及び所属長は、警察の関係する機関又は団体の長と連名で表彰を行う

ことができる。 

 （副賞） 

第13条 表彰には、副賞を付与することができる。 

   第３章 表彰の上申等 

 （本部長表彰の上申） 



第14条 部長は、主管する事務について第２条第３号、第４号（部署に係るものに限る。）、

第６号及び第７号に定める表彰の必要があると認めるときは、本部長に上申するものとす

る。 

２ 所属長は、主管する事務又はその所属において処理した事案について第２条第１号、第

２号、第４号（職員に係るものに限る。）及び第５号に定める表彰の必要があると認める

ときは、本部長に上申するものとする。 

３ 前二項の上申は、監察課を経由して行うものとする。 

 （部長表彰の上申） 

第15条 所属長は、第１０条に定める表彰に該当すると認めるときは、主管課を経由して主

管部長に上申するものとする。 

 （長官等表彰の上申） 

第16条 本部長は、警察庁長官又は中部管区警察局長（以下「長官等」という。）の表彰が

適当と認めるときは、長官等に上申するものとする。 

 （上申書の様式） 

第17条 本部長表彰の上申書の様式は別に定める。 

   第４章 表彰の審査等 

 （表彰審査委員会） 

第18条 警察本部に表彰審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には本部長を、委員には、部長会（福

井県警察本部部長会規程（平成６年福井県警察本部訓令第１５号）に定めるものをいう。）

の構成員及び監察課長をもって充てる。 

３ 委員長に事故あるときは、警務部長が委員長を代理する。 

４ 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることが

できる。 

５ 委員会の事務は、監察課において処理する。 

 （表彰の審査） 

第19条 本部長は、表彰審査案件について必要があると認めるときは、委員会を開催し、審

査に付するものとする。 

 （併賞） 

第20条 長官等表彰を授与された警察職員又は部署に対しては、本部長表彰を授与すること

ができるものとする。 

２ 本部長の即賞を授与したときは、賞詞又は賞状を授与することができるものとする。 

３ 賞状を授与する場合において、警察職員に特に多大な功労があると認められるときは、

賞詞又は賞誉を授与することができるものとする。 

 （死亡又は退職時における表彰） 

第21条 表彰を受けるべき警察職員が死亡又は退職したときは、生前又は退職の日にさかの

ぼって表彰することができる。 

 （表彰の制限） 

第22条 警察職員が次の各号の一に該当する場合は、表彰を授与しないことができるものと

する。 

(1) 第３条、第４条第２号から第５号まで及び第６条第２号から第４号までに定める表彰

については、過去に懲戒処分等を受けた者で表彰を授与することが相当でないと認めら



れるとき。 

(2) 第４条第３号及び第６条第２号に定める表彰については、過去に同種の表彰を受けて

いるとき。 

(3) 第４条第３号に定める表彰については、第６条第２号に定める表彰を授与されてから

３年を経過していないとき。 

(4) その他表彰することが適当でないと認められるとき。 

 （上申者への通知） 

第23条 監察課長は、表彰の授与が決定したときは、上申者に対して次に掲げる事項を通知

するものとする。 

(1) 表彰を受ける警察職員、部署、部外者等 

(2) 表彰の種類 

(3) 表彰の年月日 

(4) 授与の方法 

第５章 雑則 

 （在職及び勤続期間の計算） 

第24条 この訓令で定める勤務年数の計算は、警察職員として引き続き勤務している年限に

よるものとする。 

２ 前項の期間には、次の各号に掲げる期間を算入するものとする。 

(1) 警察庁、中部管区警察局及び他の都道府県警察に勤務していた期間 

(2) 福井県知事部局、公安調査庁その他警察以外の官公署（これに準ずる法人、団体等を

含む。以下「他の官公署」という。）へ出向していた期間 

(3) 警察組織の特別な要請により、他の官公署等から新規に採用した警察職員については、

採用後５年を経過したときは、他の官公署等の在職期間 

(4) その他委員会が特に算入する必要があると認めた期間 

３ 第１項に定める期間には、次の各号に掲げる期間を除くものとする。 

(1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第２項に定める休職の期間 

(2) 地方公務員法第２９条第１項に定める停職の期間 

(3) 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年福井県条例第２号）第１３

条に定める病気休暇、第１４条に定める特別休暇（福井県職員等の勤務時間、休暇等に

関する条例施行規則（平成７年福井県人事委員会規則第２号）第１７条第１項第５号の

場合を除く。）及び第１５条に定める介護休暇のうち引き続き１か月以上に及ぶ期間 

(4) 福井県職員の自己啓発等休業に関する条例（平成１９年福井県条例第６９号）第２条

に定める自己啓発等休業のうち引き続き１か月以上に及ぶ期間 

 (5) 福井県職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年福井県条例第４９号）第２条 

  に定める配偶者同行休業のうち引き続き１か月以上に及ぶ期間 

 （警察勲功章等被授与者の事故報告） 

第25条 所属長は、警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が規則第１０条

に該当することを認知したときは、直ちに本部長に事案の概要を報告しなければならない。 

 （簿冊の備付け） 

第26条 監察課長は、表彰関係簿を備付け、本部長表彰及び長官等表彰並びに警察以外の

者、機関、団体等が行う表彰について、所要の事項を記録しなければならない。 

２ 所属長は、表彰関係簿に警察職員の表彰に関する事項を記録しなければならない。 



 （表彰状の様式） 

第27条 表彰状の様式及び規格は別に定める。 

 （雑則） 

第28条 この訓令の実施に関し必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この訓令は、平成９年３月２０日から施行する。 

   附 則（平成１１年５月６日福井県警察本部訓令第１０号） 

 この訓令は、平成１１年６月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年３月２４日福井県警察本部訓令第２０号） 

 この訓令は、平成１７年３月２５日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月２４日福井県警察本部訓令第２１号） 

 この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２２日福井県警察本部訓令第１６号） 

 この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年７月１０日福井県警察本部訓令第３４号） 

 この訓令は、平成２６年７月１０日から施行する。 

   附 則（平成２７年１０月２日福井県警察本部訓令第１９号） 

 この訓令は、平成２７年１０月２日から施行する。 

附 則（平成３１年４月１日福井県警察本部訓令第１４号） 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年８月２８日福井県警察本部訓令第２５号） 

 この訓令は、令和２年１月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１２日福井県警察本部訓令第１４号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

 


